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(参考資料)

商業登記制度について
新しく入会された会員のために

商業登記制度に対する国民の理解を得る

とともに、 会社には登記義務が課せられて

いること及び登記義務の履行を怠っている

ときは、 一定の不利益を被る場合のあるこ

とを一般に周知させて、 登記申請の励行を

図ることを目的とするものです。

なお、 ここでは、 会社の登記について、

その支店所在地における登記の必要性につ

いて説明します。

① 日々発展する経済界における取引の主

役は商人ですが、 そのうち会社が重要な

機能を営み、 その規模、 営業活動の大小

により本店のほか数個の支店を設け、 個

々に取引の当事者として多角的に活動し

ていることは周知のとおりです。しかし、

会社は自然人と異なり無形の存在ですか

ら、 その本店ないし支店が果たして存在

しているのか、 事業の目的がどうなって

いるか、 責任者が誰であるかなど重要な

事項について、 取引の相手方は、 これを

容易に知ることができません。

そのために、 取引をする相手方は不測

の損害を被る危険を負うこととなり、 取

引が迅速 ･安全に行われるためには、 国

民一般が当該会社全般の重要な事項を容

易に知ることのできる制度を設けること

が必要です。
② 法は、 そのために本店の所在地におい

て登記すべき事項は、 法律に別段の定め

がない限り支店の所在地においても登記

することを義務付けています。 これは、

支店所在地においても一定の事項を登記

所 (法務局若しくは地方法務局又は支局

若しくは出張所) に備え付けている商業

登記簿に登記し、 これを公示することに

より、 支店と取引する相手方を保護する

のです。

そ して、 支店における登記は、 支店に

おける取引の限度においてのみ、 本店に

おける登記と同様の公示力を有すること

とされています。 したがって、 本店所在

地において登記していても支店所在地で

登記していなければ、 支店の取引につい

ては善意の第三者に対抗することができ

ません。

国民は、 誰でも無料で商業登記簿の閲

覧を請求することもでき、 また一定の手

数料を納めて登記簿の謄本又は抄本の交

付を請求することができます。 国民は、
これらの方法によって取引の相手方であ

る会社についての重要な事項を知ること

ができ、 よって取引の安全と迅速が図ら

れることになります。

③ 登記される支店の要件としては、 (1)本

店から独立して独自に営業活動の決定を

なし、 対外的な取引をなしうる地位にあ

ること、 (2)本店に経済上従属し、 本店の

営業とともに一個の営業を構成し、 本店

の目的に役立つことを要します。 したが

って、 ただ単に本店又は支店の決定に機

械的に従って取引をし、 営業が独立の構

成になっていないもの、 いわゆる分店、

派出所、 出張所等は登記の対象である支

店ではありませんo

④ このような登記制度がその機能を果た

すためには、 登記すべき事項が生じた場

合、 これが速やかに登記されることが特

に必要です。 そのため法は、 登記すべき

事項 (例えば、 支店の設置、 廃止、 移転

等) が生じたときは、 本店の所在地にお

いて 2 週間内、 支店の所在地においては

3 週間内にその登記をすることを義務付

けているとともに、 支店所在地における

登記が迅速にできるためにその登記申請

については郵送によっても申請すること

ができることになっています。

なお、 前記の登記の期間の経過後でも

登記の申請は受理されますが、 期間内に

登記することを怠った会社の代表者は過

料に処せられることになっています。
このように、 登記することを怠ってい

ると取引の安全が害されるだ け で は な

く、会社も不利益を被ることになるので、

商業登記制度が現在の取引社会において

果たしている重要な役割を理解し、 登記

の申請が励行されることが望まれます。
注 :行政書士は登記申請はできませんの

で参考とされたい。

--醐支 部 め ぐり---旧 くその 2 )

-十勝支部 の巻
企画部会報編集担当者

理 事 酒 井 満 載
気にかけながら遂いその機会を失い、 中

断していた支部めぐりを再会、 前回の日高

支部に続き道央南部の十勝支部管内を探訪
した。

秋晴の 9月 10日 (月曜日) 出発前に車の

点検と補給を済ませ、 初めて長距離運転、
念には念を入れ助手席に道内地図(道路図)

を広げ正午に出発、 苫小牧から国道 235 号

線を走行約40分で日高支部管内富川町から

日勝街道 (国道237号線) に入る。
地理不案内のため地図と道路標識を頼り

に平均速度55 K の安全運転。
苫小牧を出発してから約 2 時間30分 (車

のメーター126 K を差す) これより国道274

号線日勝峠道路、 日高町から沙流川に沿っ

て曲りくねった道を登り愈々日高と十勝の

境界の長いトンネルをくぐり抜け十勝側に

出る。 トンネル (日勝隧道 I,800筋) を抜

けて間もなく日勝峠第、展望台に着く、 日

高町から約 i時間、 午後 4 時10分、 2 時間

に 1回の小休止の運転予定で 2 回目の小休

止駐車場に車を置き、 展望台に登る。
夕陽に映える十勝の大平原をはじめ大雪

山連峰、 そして遠く雌阿寒、 雄阿寒岳まで

の広大なパノラマがひらけ実にその素晴し

さに驚愕するのみ。

午後 4時40分展望台を降り十勝清水町ま

で一気に下る。 帯広市内に入ったのは午後

5 時50分を過ぎていた。 (当日は十勝川温

泉富士ホテルに宿泊した。 )

苫小牧出発前に、米倉十勝支部長に支部
探訪の旨電話連絡し 9月15日 (敬老の日)

帯広市内で、 行政事務手続無料相談所を開
設するとの事であったので、 午前 9 時すぎ

ホテルを出発し会場に向かう。

午前10時会場到着、 当日は祝日のためか

会場であるニチイ帯広店駐車場は満バイ、
従って店内も相当の客。

会場は二階中央部で来店客の休憩所前で
あり恰好の場所であった。 (筆者が到着し

た時には、 相談来訪者 4 . 5 名あり) 相談

業務の合間を見て支部長より十勝支部の最

近の活動状況について説明を受ける。

十勝支部管内は、 十勝支庁所在地帯広市
(人口約15万人) をはじめ19町村、 その面

積は実に道内随一 10,827 平方徹、 会員数

117名 を擁し業務取扱件数は 多種多様では

あるが相当実績をあげているとのことであ

った。 また、 支部活動と しては、 住民に対

する業務の P R と車庫証明業務誘致に力を

入れる一方関係官公署に対する働きかけも

積極的である。
特に米倉支部長は、 80年代を ｢陣痛の時

代｣ という。 国際環境や、 国民の高令化に

対応し得る新しい社会構造と人個々の新し

い生活環境を生みだす努力と苦しみを背負

った時代であり、 われわれ行政書士会もこ

の多難な時代をのり越えるために、 行政書

士制度の再認識、 更には書土個々の体質の

改善により目からの手で、 目からの業務の

開拓と職域の確保に努力すべきである。
80年代の進路設定の必要性、 加えて行政

書士業務の実態を把握し書士個々の業務処



理能力の向上を図り、 安心、 信頼、 親切を

モットーに目からの資質の向上と品位の保

持に努力すべきである、 と語気を強める。
十勝支部では、 役員をはじめ全会員の総

意により本年度事業の一環として、 支部運

営の基盤造りの資料とするため、 ｢行政書

士業務量等実態調査書｣ を作成し、 十勝支

庁管内関係官公署に直接会員を派遣し、窓

口受付件数の実態調査を実施する等、 その

活動の積極さには、 只々感服するのみであ

るo

また、 去る 9月も5曰 く敬老の日) 帯広市

内ニチイ帯広店二階特設コーナーにおいて

開催した ｢行政事務手続無料相談｣ に当り
支部長以下 8 名の役員、 会員がこれに当り

その相談内容についても来訪者に対する接

客態度と説明等、 特に地域住民に対する良

きア ドバイサ一振りを拝見 し今後の会の運

営と支部活動について大いに参考となり奮

起させられるものがあった。

なお、 本件相談所の開設についての広報

と広報効果についてのアンケー トの集約結

果の説明を受け、 その計画と実施効果につ

いての検討等、 誠に敬服の至りである。

参考までに、 来訪者についてのアンケー

トの内容を紹介すると。

1 無料相談を何で知ったか。
の 新聞記事 43%、 の 新聞広告 7 %

⑨ 市町村広報紙 29 %、 @ その他 21%

2 行政書士は何をする人であるかご存知

ですか。

の 知っていた 50 %、省) 知らなかった

50%

3 過去に行政書士に仕事を依頼したこと

がありますか。

ある 28 %、 ない72 %

(このアンケー トは、 当日の来訪者16名よ

り回答された。 )

午前11時30分店内の混雑に併せ相談所に

も来訪者がまた 3 人、 出足好調、 相談員の

皆さんは夫々の持場 (労務、 民事、 自賠責

保険年金、 その他一般) で相談に応じてい

た。 業務の邪魔をしてはと思い支部長以下

皆さんに厚く礼を述べ帰路に着く。
午後零時すぎ帯広より国道241号線、国

鉄士幌線に沿って十勝平野の中央部畑作地

帯を縦断し十勝三股まで約 3 時間、 途中糠

平湖畔で小休止○糠平湖~音更川と糠平川

の合流点をせき止めて造られた周囲33 K の

大人造湖ダム、高さ76筋、長さ293錺、春は湖

畔の新緑と山ツツジ、夏はシャクナゲ、秋は

紅葉とベニマス釣りやポー ト遊び、 キャン

プ、 冬はスキースケー トと四季を通じ絶好

の行楽地と湖畔の案内板に記されていた。
今日も幸いに好天、 湖面も静か、 観光バ

スや自家用による観光客も来ており大自然

を満悦しているようであった。

これより十勝管内から上川管内に入る、
国道 273 号線大雪横断道路、 愈々十勝 ･上

川国境、 北海道の屋根といわれる大雪系の

山々を望み乍ら三国峠越え (道路はまだ補

装されていない。)ガタ ガタ道を走る事約 1

時間半、 ようやく峠を下り国道39号線 (旭

川 ~ 網走線) に入る。 交通量も相当多く、
特に大型車が多く運転に充分注意し走行、
今夜の宿泊予定の層雲峡に安着する。 時計

は午後 6 時を 少々まわり 車のメーターは

348 K を指していた。

車での一人旅、 三国峠の山中は少なから

ず淋しさを感じた。

翌16日午前 5 時出発、 途中、 旭川市内を

通過し国道12号線を通り深川、滝川、砂川、

岩見沢の各市内を無事通過し苫小牧に着い

たのは午後 4 時半過ぎであった。

14日から16日までの 3 日間、 北海道の約

3 分の I、 全行程646 K、 胆振、 日高、 十

勝、 上川、 空知の各支庁管内を縦断したこ

とになったが各地とも夫々興った特色があ

り北海道に住んで60余年、 北海道に居て北

海道を知らず、まるで ｢井の中の蛙｣ 同然、

最後に十勝支部管内を総評すると、十勝
川の流域にひらける十勝の大平原、 西には

日高の長大な山脈が連なり、 北は大雪、 十

勝の連山、 白糠丘陵、 十勝丘陵にさえぎら

れた盆地状をなし大規模な機械化農業が発
達し、 畑の描く直線的な模様とそれを守る

カラ松の防風林がどこまでも続く大陸的景

観は将に大平原。

◇…雑 感…◇

フトした折に思い出す言葉
、 ノ･ 一･ ′、 ノ、 ノ、 ′、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ

留萠支部 橋 本 雄 一
こもく肋んがん よ

｢枯木寒巌に倚る、 三冬暖気なし｣

何時、 どんな本で読んだのか思い出せな
は ずしようあん

いが、 ただこの本の中に婆子焼庵という公

案が面白かった。 (公案というのは、 禅宗

で修業僧の心根を錬磨するために課する試

験問題のこと。 )

この試験問題が面白く感じた。
l人のお婆さんがいて、 若い坊さんを見

どころがありそうだと思い、 庵を建てて住

まわせ朝、 晩の食事を運び供養しておりま

した、 若い坊さんはこれに応えて一生懸命

坐禅をしたりなどして修業をしておりまし

た。 相当の期間、 20年もの間供養するので

す。 ある晩、 お婆さんは、 食事を若い娘に

運ばせその時娘さんに、 坊さんの所に食事

を運んで行ったらお給仕をして、 食事が済

んだら、 坊さんに抱かれなさい、 といい含

めます。

娘さんは言われたとおり、 食事が済んだ

ので、 坊さんにしなだれかかります。

するとその坊さんは、 端然とした姿勢を

くづさずに ｢枯木寒巌……｣ と、 さきに挙

げた言葉を唱えるのです。 意味はいうまで

もなく、 枯木が険しくそびえた石の上に立

っているようなものだ、 全然ぬくみはない

ぞ、 というのです。 娘さんはお婆さんのと

ころへ帰って報告します。 するとお婆さん

は、 大変おこって、 私は大変な馬鹿であっ

たあんなつま らない坊主を見どころがある

と思って長い間供養したのは間違っていた

追い出してしまおう。 といって早々に坊さ

んを庵から追い払い、 それだけで気が済ま

ず、 庵を焼いてしまった というのです。

さてお婆さんは何を怒ったのでしょう。

こういう試験問題です。

切角据え膳を用意してやったのに、 喰べ

なかったからお婆さんは怒ったのでしょう

か、 喰べたら喰べたでお婆さんは怒ったか

も知れません。 とにかく正解かな、 と思う

と、 ハズレ、 といって反対が正解だ、 など

というのが公案の中にはあるものですから

私などには全くわかりません。 或いは正解

は 無いのか も 知れません。 ただ この公案

はマンガにでもなりそうな話 しです。

坊さんが 端然と 坐って 真面目 くさって

｢枯木寒巌に倚る、 三冬暖気なしj とりキ

ンでいるところはマン ガ的な気がします。

私に絵筆を探る才があれば絵に画いて、
この見栄えのしない随筆に彩りを添えたい

ような気がします。 この話を読んだとき面

白かったので、 このイ キミの言葉が忘れら

れなくなったような気がしています。

この話しは、 更に連想を誘いま してこん

な話しおも思い出させます。

或る時、 若い坊さん二人が旅をしていて

川のほとりに参りま した。 すると若い娘さ

んが川を渡れず困っています。 これを見た

若い坊さんの一人は娘を背負って向う岸に

渡してやりま した。 もう一人の坊さんも川

を渡り終えまして二人はしばらく黙って旅

を続けていま した。 すると娘を背負はなか

った方の坊さんが、 娘を背負った方の坊さ

んに向って、 今まで我慢 していたがもうガ

マンならんというように ｢貴様は破戒坊主

だ女なんか背負いおって ｣ と言い出しま し

た、 これを 受けて、 もう一人の 坊さんは

｢貴公は、 まだそんなことを考えていた の

- “ -



かい｣ と答えたということです。

三題噺とか申します。 人間というものは

時には神に近い気持にもなり、 時には動物

と同じになります。 人間は馬鹿に してもい

けないし、 買いかぶってもいけない。 神と

動物の間をさまよっている優しいもの、 と

いうのが法律、 法律学の出発点でありはし

ないかと考えているこの頃です。

棄 行政書士成功者の紹介 l
企 画 部

このタイ トルによる紹介は、 これで 2 回

目になりますが、 皆さんは共通してこのタ

イ トルから ｢成功者｣ を除いてほしいと望

んでいます。 しかし、 行政書士だけでは生

活できないという通説を覆 した 方、 しか

も、 入会後短期間に行政書士だけで生活で

きることを実証した人達、 本人こそ成功者

というにはまだまだと考えてい る に し て

も、 行政書士成功者の評価は決して間違い

ではないと思っています。

この原稿はゞ 御多忙の中を多数の方にお

願いしましたが、 本会の役員や支部長の職

に在る知名の方は、 割愛させていただきま

した。

石の上にも 3 年、 行政書士は開業 3 年ぐ

らいはさっぱりで、 その閑散期にジックリ

と勉強すべきであるという定説も、 これま

での紹介者の実績により、 その努力によっ

ては開業 I年目でも相当の収入が得られる

ことを教えてくれました。

繁栄につなぐ業務は迅速を第 Iに挙げる

方もあり、 いろいろですが、 仕事の迅速性

を考えてみても、 正確な書類の作成が基調

となり、 それには事前に、 十分で効率的な

調査研究、 不断の勉強、 その努力を支える

規律ある生活態度と健康の保持等が要件と

なり、 さらにはタイ プ印書、 乗用車の運転

等も併行して大切な要因になるのではない

でしようか。

業務量の増加と安定は、 早いだけでは駄

目のようです。 誰でも場合によりけりで、

少しぐらい遅くでも乗り心地のよい方を選

ぶことを忘れてはなりません。 依頼者にア

レコレと指示して関係書類を集めさせるよ

うでは業務の繁栄は望めないで しょう。 関

係書類はすべて行政書士が足を運んで仕事

を完成させることが大切であって、 仕事の

中間で連絡したり、 完了したときは早速そ

のことを通知し、 関連手続きが発生すると

きはその説明をし、 親切な態度で常に対応

し、 そこから信頼感や感謝の念が芽生え、

引き続いて業務を依頼されたり、 口コミに

なって自分に還元されるのです。

医師の診察を受けた体験によっても、 一

言もいわず投薬するだけの医師、 いろいろ

聞きとってくれる医師、 患者をしかりつけ

る医師等みなそれぞれです。 医師も患者も

要は病気を早くなおしたいと望んでいるに

は違いないが、 患者の受ける印象はさまざ

まです。 また、 医者はよいが、 看護婦がど

うもというケースもあり、 競争者が増える

とその選択は利用者の自由です。 世のさま

ざまの現実を行政書士の仕事のやり方にお

きかえて、 各自が努力し工夫して、 業務を

繁栄に導くことを大いに期待します。

(その 4 )

滝川市栄町 1丁目 7番3号

行政費士 計良邦雄氏 49才

0 行政書士になる前の職歴と行政書士

を志した動機

私は、 医師会事務局に 5 年、 その後車両

販売、 車両の修理、 車両部品、 ハイ ヤー会

社の販売部長、 営業部長等数社を転々して

16年間勤務した。 自動車関係の会社をやめ

てか ら自営でストーブテス トセンターを開

業したが 2 年間営業して閉業した。

行政書士を開業したのは、 自営業が不調

であったこと、 行政書士は老後まで可能な

職業と思ったこと、 文筆業が好きであるこ

とと、 それに義兄が司法書士をしているこ

と等によるものであった。

私は受験して行政書士資格を取得し、 54

年 3月に入会した。 わずかに 2 年余の業務

歴しか有しない新参でもあり、 決して、 行

政書士の成功者な どとは考えていないが、

本会の求める項目に答えたに過ぎないこと

を最初におことわりしておきたい。

0 案務を成功させた足どりと事務所の

態勢

業務の宣伝としては、 職業別に相手方の

仕事の閑期をみては、 ハガキを約 2 ,500 通

程度差し出している。 また、 道庁、 支庁、

関係市町村及び関係官庁には、 知人、 友人

の紹介により 6 ヵ月間連日訪問活動を展開

した。 これらに要した経費は約27万円位で

ある。

業務の依頼を増やす最大の要因は、 仕事

の迅速さであると考え、 依頼された業務は

その処理に没頭し、書類作成を完成提出し、
それが受理された後が私の休日であり、 か

つ寝る時であった。

私の事務所は、 補助者 1名 (妻) と、 主

な事務機は、 タイ プライターとコピーが各

l 台である。

○業務の実績と業務上の信条

開業後の 1カ月は仕事の依頼がなかった。
しかし第 1年目で年報酬は500万円を超え、
2 年目にあたる55年中の額は約 650 万円で

あった。

業務内容は建設業及び農地がトップ、 会

社設立がこれに続き、 運輸交通と労務が若

干である。 私は、 依頼者の身になって迅速

に業務を処理することを信条としている。

業城は、 滝川市をはじめ 3 市 4 町、 業務

のかたわら、 統計調査員、 行政推進員、 空

知地方職訓の一般教養講師等をしているの

で、 行政書士としての収入のほか、 それ ら

の報酬も若干収入になる。
なお、 私は宅建取引主任者の資格もある

が、 行政書士の業務に追われてそちらには

手が伸びない実態にある。

○どのようにして業務を繁栄させたか

D 行政書士の仕事を私の人生の最後の

職業と肝に銘 じ、全力をつくしている。

2) 諸官庁の担当官には足で面接し、 そ

の回数を増すことにより私を知っても

らうことに努めた。

3) 業務は ｢より早く｣ を目標にし、 業

務完了後は依頼者宅を必ず訪問してそ

の成果を聞いている。

4) 私の日課は、 午前 3 時起床、 9 時ま

での間は書類作成の考案。 9 時から午

後 5 時までは、 その資料の収集、 官庁

回り、 面談。 午後 5 時より 7 時までは

書類の点検作成。 午後 8 時から 9 時に

は就寝のサイクルである。

5) 業務は受身でなく、 能動的な態度で

なくては依頼者に左右される。 その結

果は役所の担当者との間に トラブルが

発生することにもなる。

6) 休日は、社会奉仕団体( 4 団体に加入

している。)の作業に参画 し人を知る。

7) 収入よりも、 有効な支出を第一と心

掛け、 報酬は事前に明示して納得させ

る。また、 支払困難者は支払い時期を

確約する。 これは口コミになり次の依

頼者がくる。
8) 適切な報酬は、 依頼者が増え、 これ

が親切となり、 信用にもつながる。

9) 初めての仕事は、 よく参考資料をみ

て研究し、 その後に役所の担当官の指

導を受けてから書類作成に着手する。

to) 税理士、 司法書士、 調査士、 社労士

との交流を深め、 相互提携と協力関係

を高め、 行政書士同志との仕事の分担

も話し合って成果をあげている。
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(その 5 )

釧路市柏木町9番13号

行政書士 辰尾征良氏 42才

○行政書士になる前の職歴と行政書士を
志した動機

昭和36年大学卒業と同時に大学専科を生
かして日本経営士協会に勤務し、 翌年東京

商工会議所に勤務、 その翌年には郷里に帰

り阿寒町商工会に勤務した。 昭和49年商工

会を退職するまでの13年間は、 商工業者の

経営指導を担当し、 その後は自営で経営コ

ンサルタン トを開業した。
私が行政書士になったのは、 昭和49年に

経営コンサルタントを開業したところ、 そ

の業務内容のうち官公署に提出する書類の

作成が多くなり、 関係官公署の窓口におい

て行政書士の資格取得をすすめられ、 急き

ょ行政書士試験を受けることになり、 昭和

49年の行政書士試験に合格し直ちに登録入

会 したものであるo

o 事務所の態勢及び業務の状況
補助者 1名、 和文タイプ 1台、 電子複写

機 1台、 参考図書類が事務所の態勢であろ

うか。 業務は開業 3 年目で年間 500 万円を

超えるに至った。 55年中の報酬は約 860万

円で、 業務区分では、 建設土木、 民事、 運

輸交通、 経理、 その他の順で、 特に片寄っ
た業種はない。 なお行政書士業務のほか、
他に若干の収入もある。

0 業務繁栄の方策又は業務上の信条
6 万円を投じて、 はがきで業務のP R も

したが、 このことは業務量の増加よりも、
行政書士業務を周知させるのに役立った。
業務量の増加のほとんどは、 口コミによる

が最近は他書士の紹介が増加している。
それには、 業務の迅速さ、 正確さ、 親切

さ等の依頼者に感謝されるような受託方法

が必要と思っている。

私は平素、 依頼された業務の内容を十分

に検討し、 依頼者にとって最も利益になる

ように考えながら業務を処理するように心

掛けている。 もっとも依頼者の利益になる

といっても法をまげてまでもという意味で

はない。 将来依頼者の利益になると思えば

専門書士として努力し解決してあげるよう

に、 さらに依頼者の要望でも見通しのない

書類の作成には十分に理解をさせ中止又は

他の方法を指導するように努力し、 後日再

び相談にくるように心掛けている。
0 どのよう{こして業務を繁栄させたか

私は、 今後一層の努力が必要と考えてお

り、 まだまだ業務が繁栄しているなどと

は考えていないし、 行政書士の成功者とは

思っていない。

開業以来、 行政書士の仕事はサービス業

であるとの考えで依頼者には少しでも負担

をかけないようにして業務を処理している

そのためには、 できるだけ依頼先を訪問し

て打合せをしたり、 必要な資料の収集を代

行するように努力してきただけで、 特別な

方法で業務を誘致しているわけではない。
私は、 経営 コンサルタント業務との関連

で幅広い業務依頼があり、 その点専門分野

の業務処理にあたる。 行政書士に比べ恵ま

れていると思っている。 ただ行政書士は、

毎月平均した業務処理と受託方法がとれな
い悩みがあり、 これは経営上の一つの問題

点でもあると常々考えているo

(その6 )

室蘭市東町 I丁目19番15号

行政誉土 間 安賢氏 71才

○行政官士になる前歴と行政書士を志
した動機

私は、 38年間室蘭市役所に勤務し、 退職

後は、 室蘭振興公社の役員として 5 年の間
総務部長及び工務部長の職を兼務した。
昭和47年同社を退任後は行政実務の経験

を生かし、 官公署と地域住民のパイプ役に
なり少しでも社会の役に立ちたいと考えて
行政書士を志し昭和48年 8月に入会した。

○開業後の状況と現状

開業当初は、 同士 6 人の出資による合同
事務所的な室蘭行政事務センターとして発
足した、 業務開始後の 2 ヵ月ぐらいは仕事
がなく、 その後 2 年ぐらいは浮動客が多く
したがって取り扱い件数も高低の波が激し
いため経営面での難しさが発生し、 この大

切な時期に同士が相次いで脱落退去し残っ
た 2 人は事務機器、 応接セット等長期割賦
払の負担、 長期借入金の返済に加えて事務
所の維持費も過重になって毎月が苦難の連

続、 家計にも相当の影響を及ぼし、 一時は
馬鹿らしくなり、 同んのための開業かと心

中穏やかならずであった。
しかし、 これで廃業してしまっては、 全

く捨て金になって しまう。 いま考えてみる

とこの時期が正念場であった。 何んとか努

力を重ねて持ちこたえているうちに仕事の

方も徐々に定着性のある顧客も増え、 開業
6年目に年報酬 500 万円を超えるに至り、
昭和55年は横ばいの530万円であった。
私は人並みの共済年金もあるが、 それは

別として、 行政書士成功者とは思ってもい

ない、 開業直後の苦難を乗り超えた過程が
あり初心にかえり業務の開拓と確保に努め
ている。
私の業務の主体は、 建設土木関係で、 経

理は年間 l00 万円足らず、 民事、 運輸交通
関係がこれに続いている。

○業務繁栄の方策又は業務上の信条
業務の宣伝は、 業務内容列記の標示板と

事務所標示案内板を掲出のほか、 知人、 友

人、 諸団体、 法人、 官公署に対しては暑中
あいさつ、 年賀状等各500通は欠かさない。
これらの効果はともかく、 仕事の実績によ

る信用が第 1 で、 口コミによる効果が大き

いのではないかと思う。

私は、 親切、 信用、 仕事の正確さを大切
にし、 依頼者に対しては、 依頼された仕事
の要点を簡潔に説明し、 立証書類の収集期
日を明示、 提出先の課名と提出予定日を知
らせるようにしている。
申請書類は官公署に直接出向いて手続

し、 受理されるとその旨を依頼者にその場
で電話連絡し、 安心感と信頼感を深めるよ
う配慮する、こうしたことが後日 ｢口コミ｣

となって業務依頼の増加に関連するように
なる。

○業務上の信条と仕事の要領

人それぞれに業務上の信条があり、 類似
点があったとしても決して同じではない。
私は、 第 1に親切を心掛けている、 依頼者
が、 どんなことを心配しているか、 どうす

れば安心するか、 どのようにしてやれば手

間が省けるかがよく分るのである。
役所勤務時期は自由に親切を発揮するこ

とは制約を受けることもあったが、 いまは

大いに親切を示す自由に恵まれている。
第 2 は、 仕事の正確を心掛け、 第 3 は、

秘密を厳に守ることである。 このように し

ていれば漸次信用が芽生えてくる。 そのよ

うにして仕事の完了日に 報酬額を 受 領 す
る。 こうして私は、 これまでを過ごしてき

たが、 行政書士の業務は広般多岐のため、
すべてを処理することは、 研究と努力が必

要であり、 これは行政書士にとって長所で

もあり、 考え方によっては短所でもある。
そこで私は一応、 的をしぼり次表のとお

り専門と分業に分けているが、 時には飛び
込みの依頼があり、 他の事務所で中途半端
に手をつけて、 こじれた案件は難かしい仕
事が比較的に多いものだ。
私は仕事の着手前に法令、 通達まで徹底

的に研究し、 それから起案して官公署に出
向き、 事前に打合せの上、 仕事を進めるよ
うに している。

私は、 諸会合及び知人、 友人、 法人の代

表者、 個人事業主に会うたびに ｢さりげな

くJ 業務の話しをしているが、 時には相手

方より聞きただされることもあり、 こう し
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たことが、 口コミとなり、 業務依頼の紹介

を受けることが以外に多いのでつけ加えて

おきたい。
事務所におれば仕事が舞いこむと過信し

て待つほど世の中は甘くない。 私は車と電

話を活用し、 積極的に取り組んでいる。
※なお、 私の行政書士としての考え方を忌

彈なく述べると次のとおりであるo
o 行政書士の本質を解し、 業務は単独独
歩、 自力で開拓に努力せよ。

○同志士業を頼るな、 他力本願を排せ。
○上記事項に努力し、 実行しても、 なお

土業で食べられなければ廃業せよ。

昭和56年度行政書士試験終る
総 務 部

昭和56年度行政書士試験が、 次の試験場

において実施されましたが、 その結果各試

験場における 合格者は 下記のとおり で し
たo
1 試験実施日 昭和56年 9月18日
2 試験場所 札幌市 (道庁会議室)

函館市(渡島支庁会議室)
旭川市(上川支庁会議室)
釧路市(釧路支庁会議室)

3 試 験 科目 憲法 ･行政法 ･法学概論
行政書士関係諸法令 ･一
般常識 ･作文等。

4 受験申込者数 806名
(受験者 705名･合格者 239名 33.9 % )

5 試験場別合格者数
札幌 166名 ･函館 18名 ･旭川 33名
釧路 22名 合計 239名

(協力依頼)

書類改ざん手数料詐取
"元埼玉県行政書士手配される･

総 務 部
埼玉県下において、 建設業者数人から依

頼された建設業許可申請や入札指名参加願
の書類作成の報酬や印紙代等を、 仕事をせ
ずにだま し取って所在不明となっている行

政書士を詐欺事件の被疑者として全国に指
名手配し発見通報方の依頼があったので協
力願います。

手 配 書
本籍 福島県白河市字本町40番地
住所 不 定

元埼玉県上尾市大字瓦葺2670番地
行政書士 小林忠男 (旧姓熊倉)

昭和-4年12月15日生

上記の者は、 当署において、 詐欺事件で
全国に指名手配中の者でありますが、 貴会
等に登録申請などに立廻りの際は至急最寄
りの警察署に連絡して下さい。

なお、 本人は
行政書士試験合格証、 埼玉県行政書士会

会長 本郷栄太郎発行の小林忠男名義の埼
玉県行政書士会会員証を所持している。

昭和56年 7月 l日
埼玉県与野市大字上峰639番地 1

埼玉県浦和西警察署
電話0488 ~ (55) 1 2 1 2 番

試 各都道府県行政書士会会長 殿

　 　　

"ご存じですか

電話加入承継届を.
室蘭支部 沢 里 忠 蔵

私たちの日常業務のなかで、 案外見落し

ている業務があります。 それは電話加入承

継届く電報電話局関係) です。
毎日の各種新聞広告欄に死亡通知が掲載

されておりますが、 生前加入していた電話

権の廃止、 承継の手続を知らずにいるので

はないでしょうか。手続(電話加入権利用規

程) は至極簡単ですのでご紹介致します。
届出に必要な書類

1 加入承継届 1通
2 死亡者の除籍謄本 1通

3 加入承継者の印鑑 (みとめでよい)

4 法人の場合は登記簿謄本 I通
※届出諸用紙は電報電話局にあります。

募集標語の〆切日･…･12月30日

会報第 126 号で募集いたしました

｢監察意識の高揚についてJ の標語
募集の〆切日を12月30日まで延期い

たしましたので、 ふるってご応募下

さ い。

会員名簿ができました
総 務 部

10月 1日現在の北海道行政書士会会員名
簿を作成し、 各会員あて送付しました。
この名簿には、 ｢主な取り扱い業務｣ 欄

が新設されたのが特色です。
作成にあたりま しては、 誤りのないよう

に注意しま したが、 若し誤りがあれば、 今

後のこともありますので、 是非、 お知らせ

くださいo
なお、 ｢主な取り扱い業務｣ 欄の掲載資

料となる申込ハガキに会員の方の住所、 氏

名が記載されていなかったものが 3 通あり

ました。

[事 務 局 日 誌 l
9月隠新盆魚屋隧衾

9 :30 ~ 16 :oo

lo月 7 日

22日

11月 7 日

- " -

I3日 雪印健保会館
20日 日本行政書士政治連盟北海道支

部結成準備委員会小委員会
片岡ピル 13 :00 ~ 17 :00

25日 日本行政書士会連合会と北海道
地方協議会の打合せ会
北農健保会館 13 :00 ~ 17 :00

26日 第 4 回支部長会 10 :00 ~ 15:00

北海道婦人文化会館
30日 総務部会 l3 :00 ~ 16 :00

片岡ピル

7日 登録資格審査委員会
片岡 ピル 15 :00 ~ 17 :00

8日 有資格者団体協議会
ア ル フ ァ ･ サ ッ ポ ロ

16 :00 ~ 18 :00

13日 正副会長会議 I4 :00 ~ 17 :00正副会長会議
さっしんビル

日/ 56年度中間檻杏 9 :30 ~ 17 :0 0　 　　
　　　　　　 　 　　 　 　

日、 業務執行 細木監事

経理出納 中野 ･橋本両監事
18日 第2回企画部業務研修部合同部

会 10 :00 ~ I6 :00

片岡ピル

事務局移転問題協議会

第 7回常任理事会
l3 :00 ~ 15 :00

l5 :00 ~ l7 :00

片岡ピル

23日 第 3回車庫証明対策特別委員会
片岡ビル 13 :00 ~ 16 :30

7 日 総務部 ･経理部合同部会
さっしんピル 13 :00 ~ 16 :00

亀0 :00 ~ 12 b or ･第 5 回理事会
.第 K 同志部辱今 汐 :nn ~ 1汽:n n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　
支部結成大会

　
15 :00 ~ 17 :00

雪印健保会館

f. -重囲霊園 (私だけで処理するもの)
の 建設、 土木、経理関係。

建設業許可、更新、決算報告、指名入札申請
等。宅建取引免許、更新、宅造工事許可、確認
申請等。
経理記帳代行、諸帳簿作成、財務諸表、決算書
融資借入申込書類。

(2) 民事、税務関係
内容証明、遺産相続関係、戸籍全般、法人設

立、告訴状、行政不服審査申立書 (税務関係)
税務 (法51の 2 ･政令租税税目)、料理飲食等
消費税、-不動産取得税、登録免許税法、非課税
証明申請等。

(3) 運輸関係
トラック、 タクシー、 レンタカー、 一般、

特定、免許、許可申請等。
自動車登録、変更申請等。

2, !努爾薬潮 (私が三部を作成するもの)
農地関係、交通事故関係、食品衛生及び風俗営

業関係、並びに次に例示する業務。
温泉堀さく許可、液化石油ガス販売事業許可、産
業廃棄物再生利用業指定申請、砂利採取計画認可
申請、酒類販売業免許申請、貸金業届出申請、宗
教法人の認証申請並びに改築等に伴う (法3条)
申請及び登録免許税 (法4条)非課税証明申請、
納骨堂設置経営許可申請。
船員 (本籍沖縄) 住民基本台帳に未登録発見、分
籍届、新住所登録立証調査、収集手続、戦傷病者
等遺族年金申立書、立証書類、照会調査収集手
続。



｢最低賃金を守りましよっJ

北海道の最低賃金 昭和,.年度改正)
最 低 賃 金 の
件 名

最 低 賃 金 額
適 用 の 範 囲 華自警日 額 時 間 給

北 海 )｣
(地 域 包 括) 2 , 8 6 6 3 5 9 道内のすべての事業に働く労働者に適用されますが、 下記の産業につ

いては、それぞれの産業別最低賃金力ね適用されます。
56 .10 . 32 , 8 6 6 3 5 9 ぃては、それぞれの産期 限低賃金 瀰 用されます。

(産 業 別)

食料品製造業
3 ,2 6 5 4 0 9 ただし、次の者は下段の金額が適用されます。

“ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は筍辞めの菓騎に主とし
て従事する老。

(2) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者。

56 .11. 6
2 , 9 0 9 3 6 4

繊 維 産 業 3 , 1 6 5 3 9 6
ただし、次の者は北海道最低賃金(上記)が適用されます。
衣服 ･その他の螢縫製品製造業、メリヤス手袋製造業、製綿業に係る

業務に従事する者。
56 .11 . 6

木材･木製品･

家具 ･装備品

製 造 業

3 , 3 3 1 4 1 7
ただし、次の者は下段の金額が適用されます。

= ) 家具 ･装備品製造業に係る業務に従事する者であって、雇入れ後 6
月未潟の技能習得中のもの。

屹) 経木 ･同製品製造業、割ぱし製造業又はアイスステックバー製造業
に係る業務に従事する者。(機械の操作又は調整の業務に主として従事
する者を除く。)

(31 手作業による塗り、選別、補修、包装又は運搬、清掃、炊事その他
これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者。

56 .11. 6

2 , 9 4 1 3 6 8

パルプ ･紙 ･

紙 加 工 品

製 造 業

3 , 5 8 3 4 4 8
ただし、次の者は下段の金額が進用されます。

(1) 加工紙製造業、紙製品製造業、紙製容器製造業 (重包装紙袋製造業
を除く。〕又はその他のバルブ ･獣 ･紙加工品製造業に係る業務に従事
する者。

【劉 バルブ製造業、 紙製造業および重包装紙袋製造業に係る業務に従事
する者であって、手作業によるこん包、選別又は運綏、清掃、炊事そ
の他これらに準ずる軽易な業務に主として従事するもの。

56 .11. 6

3 ,0 0 1 3 7 6

出版 ･印刷 ･

同関連産 業

3 ,3 7 5 4 2 2 ただし、次の者は下段の金額が適用されます。
m 印刷業に係る業務に従事する者であって、肩入れ後 6月未満の技能
習得中のもの。

{a 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者。

56 .= . 6
3 0 1 9 3 7 8

窯 業 ･土 石
製品製造業

3 3 2 1 4 1 6 ただし、次の者は下段の金額が適用されます。
手作業による包装、清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に

主として従事する者。
56 .11‘ 6

2 9 1 4 3 6 5
機械 ･金属製品
等製造業及 び
自動車整備業

犠核修理業を＼
藝oめ域 ~ ★*

、得ワ翳豪m: 割
′裂露木整

“暈鞏
餐巻。

一… r ↑ノ

3
ー

2

3 8 5

9 4 5

4 2 4

3 6 9

ただし、次の者は下段の金額が適用されます。
□) 穫入れ後 6月未満の者であって、当該職種の業務に主として従事し

た期間が、技能習得期間を含め通算して 6月未満のもの。
(圀 卓上において小型電動工具又は手工具を用いて行う穴あげ、組立て、
ねじ合せ、みがき又は塗油の業務に主として従事する者。

鯛 清掃、整理、片付け、 炊事その他これらに準ずる軽易な業務に主と
して従事する者。

56 .= . 6

卸 売 業 3 1 7 8 3 9 8
ただし、清掃、片付けの業務に主として従事する者は北海道最低賃金

(上記)が適用されます。
(注) 小売業は北海道最低賃金(上記)が適用されます。

56 .11 . 6

石 炭 鉱 業 4 6 5 0 / 坑内作業に従事する者。
“究外作業に従事する者は北海道最低賃金(上記)が適用されます。) 56 . 2 .l3

金属鉱業等 4 6 5 0 / 坑内作業に従事する者。
(坑外作業に従事する者は北海道最低賃金(上記)が適用されます。) 56 . 2 .13

(糟皆勤手当、 通勤手当、家族手当は算入されません。)

最低賃金額以上の賃金を支払わないと最低賃金法違反となり、処罰されることがあります。

北 海 道 労働 基 準局 ･ 労働基準監督署
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支 部 業 務 研 修 会 開 催 状 況
注 Gま通知人員)

支 部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 師
.

受
勘雙穢

札 幌 lo/ 3 T ハぬ区民ヒンタ

ー ず肖鮒荊洲
建設業許可申請 本会建設農地部会委員 長谷川 寿 延 868‘UJ

函 館
8 / 27

loノー3

.-‐- ｣“【
ピル支店 テム

o建設業決算報告

一 …
.

髭扇 新 井 湾
指導官 加 藤 友 義

本会理事 原 隆 俊

′、

′、

わ
2
り

小 樽 10/ 9 小樽市民会館 o民法(不法行為について) 弁護士 広 岡 得一郎 (我t
、ノ

空 知 lo / 13 岩見沢市十八番 o建設業許可申請 ±拗メ′｣‘-‐… .蝉二事 喜 多 睦 夫 (8
d

、′

旭 川
9 / 25

10 / 28

旭川市労働会館 o農地法関係申請
o建設業許可申請、 入札
参加申請

土 田 幸 雄
上川支庁建設指導課主事 尾 形 顕

/、

、ノ
、ノ
、′

網 走

苫小牧
日 高

苫ゑ擾

4 / 26

8 / 29

9 / 17

10/ 24

北見市民会館
北見市ロイヤル宗
テノレ

苫小牧市労働福祉
センタ【

苫小牧市市民会館

o車庫証明

o協同組合の運営

o車庫証明 ･自動車登録

o建設業許可申請

網走支部理事 上 家 俊 男

菊難篝鯛鼾中央会成田征難
本会理事 渡 辺 明

本会建設農地部会委員 長谷川 寿 延

(

)

)

)

)

十 勝

第

3

6

芻

斜

ヅ
ツ
膨
彰
膨

議曇ガ“‐…‐‐云 o自動車登録 ･車庫証明
o行政書士業務と民法そ
の他法律問題

o自動車登録 ･車庫証明

o法人設立手続

o農地法関係手続

十勝支部会員 瀬 尾 朝 別

弁護士 杉 村 英 一

十勝支部会員 - 瀬 尾 朝 則

" 理事 坂 下 尊

(

(

(

〉

)

)

)

)

釧 路

9 / 30

10/ 9

10 / 26

祉会館 給付金
o風俗営業 (飲食店 ･遊
戯場)

o建設業許可申請

小山田 武
釧路警察署防犯係主任 藤 田 豊 満

Y = } “ -{ は含

松 川
主事 廣 田 博 護

錫
沁
22

日本行政書士政治連盟
北海道支部結成される

去る11月 8 日、 札幌市内雪印健保会館に

おいて、 連盟規約、 活動方針等を決議した

あと次の役員を選任した。
北海道支部長 黒 島 宇吉郎 (函館)

副支部長 伊 藤 正 敏 (札幌)

　

幹 事 長

会計監事

西 川 正 信 (旭川)

今 野 藤 男 (網走)
山 田 清 一 (根室)

佐 藤 武 正 (旭川)
阿 部 考 一 (札幌)

染 川 賢一郎 (旭川)

渡 辺 明 (札幌)

倉田 宏 (札幌) 高橋武次 (旭川) 橋
本雄一 (留萌) 佐藤兆昭 Gヒ見) 佐々

木兄一 G L幌) 松本重一 (小樽) 新川
司 (空知) 捻金昭二 (留萌) 川村大陸
(宗谷) 腰山 寛 (室蘭) 河合基一

(苫小牧) 金田 誠 (日高) 米倉 薄
く十勝) 大沢 清 (釧路) 鈴木登美蔵
(札幌) (敬称略)

結成大会写真

副支部長 今野藤男氏 (網走) の大会宣言

- 73 一

幹 事
日向寺正幸 (日高) 豊田春男 (十勝)



お し ら せ

本会顧問元会長、 藤山利夫氏には、 この

たび宮城県泉市に転居されることになりま

した。 永年にわたり本会の発展に尽力され

た御労苦に謝意を表し、 お知らせします。

- -役員及び委員の異動- -

常任理事深谷秋之氏には、 札幌霊堂理事
長に就任されたため、 10月 5日役員を辞任
し、 その後退会されました。 車庫証明対策

特別委員会委員長として在任中の御労苦を
謝し今後の活躍をお祈りします。
= 月 8 日第 5 回理事会で次のとおり委員

の委嘱が承認された。
車庫証明対策特別委員会

委員長 伊藤 正敏氏 (札幌支部長)
業務研修部風俗衛生部会

委 員 佐藤三千三氏 (網走支部)

- -会費の払込みは郵便振替
口座を利用して下さい

70 円 が 15 円 と な る

郵便振替のおすすめ

会費の納入に、 通常郵便振替で納入して

いる方が多数おられますが、 振替 料 金 は

i2 ,000円の場合は 100円ですが、 自分の郵

便振替口座をもっと送金額の多少にかかわ

らずI5円と大変安くなります。
郵便振替加入手続きは、 最寄りの郵便局

(簡易郵便局は取扱いしない。 ) に印鑑と

発行人
編集人
発行所
印刷所

'8 1 .1 1 第127号 ･昭和56年鮒月25日発行

葛 西 義 雄
橋 本 雄 -

札幌市中央区北 I条西7丁目 タ
北海道行政書士会 電 話
谷川印刷株式会社
旭川市旭町 !条4丁目

口座設定料金50円を持参して申込むと約 1

週間で貯金局から関係書類が送付されてき
ます。

- -変更届は必ず提出を- -
氏名、 住所、 事務所所在地、 電話番号等

の変更がありましたら、 至急変更届 く支部

経由) を提出してください。 (書式は会則

規程集92頁による)

- - 事務局が移転しました - -
060 札幌市中央区北 I条西 7丁目〔西向)

(タキモ トビル 5 階)

電 話 22 1一 1 2 2 1㈹

- - 札幌支部事務局が
移転しました

060 札幌市中央区北 1条西 8丁目 (東向)
(丸二ピル 2 階)

電 話 27 l - 0 7 7 3

一一交 通 安 全- -
一家の幸福を守るため、 お互し･に交通安

全を心がけま しょうo

o 交通安全は 家庭から
o ゆっくり 走っ て みませんか

o待ちましよう はらはら どきどき

渡るより
o 一人でも まちます きちんと 青信号
o 酒のめば 愛車が凶器に早変り
o 呑んで乗る あなたは天国
家族は地獄

目 タキモトピル 5 F

電話〔o=〕““には麩

- % -



昭和 56 年 11 月 25 日

会館建設資金について

北海道行政書士会

いよいよ冬将軍到来の季節になりましたが、 いかがお過しでし

ょ う か。
･

さて、 日本行政書士会連合会の会館建設資金借入れについては、

このほど細部要領を次のとおり定めましたので、 すでに申込み済

みの方は、 会費納入用の振替用紙により、 本会あてご送金くださ

るようお願い致します。

なお、 申込み未済の方は、 是非 1 万円を貸与くださるよう、 く

れぐれもお願いします。 一部に貸付金の返還に不安をもっておら

れる方もあるようですが、 別記要領にもとづき措置いたしますの

で、 その点ご心配のないようお願いします。

何とぞ、 全会員 1 万円のご融資をお願い申し上げます。



(別 記)
会館建 設資金事務取扱要領

北海道行 政書 士会

(目 的)

第 1 この要領は、 日本行政書士会連合会会館建設資金の借入事務に関し、 必要な事項

を定める。

(借入目標額)

第 2 借入目標額は、 会員 1 人 1 万円以上とし、 その総額は、 1,420 万円とする。

(借 入 証)

第 3 借入証は、 5,000 円券 2 枚を 1 単位として借入れする。

(貸付金又は寄附金の送金方法)

第 4 会館建設資金の送金は、 本会が発行している郵便振替用紙に会館建設資金貸付金

又は会館建設資金寄附金として金額を明示し、 本会あて送金する。

(借 入 日)

第 5 借入日は、 本会において借入金を収納し、 その金額が l口 ( 1万円) に達した□

とし、 この日を借入証に記入する。

(借入証台帳)

第 6 本会は、 日本行政書土会連合会の委任を受け、 借入証台帳を備える。

(借入れ利率)

第 7 利率は、 年 5 パーセントとする。 ただし、 借入日から昭和60年 3 月31日までは無

利子とする。

(利子の支払日)

第 8 第 l回支払日は、 昭和61年 3 月 31日とし、 以後毎年 3 月31日とする。

(元本の返済日)

第 9 借入金の返済は、 借入日から昭和6l年 3 月30日まで据置き、 第 1 回返済日は、 昭

和61年 3 月 31 H とし、 以後毎年 3 月3l日とする。

(返済通知及び返済順位)

第lo 本会は、 日本行政書土会連合会から通知を受けた返済金額にもとづいて返済順位

を定め、 毎年 3 月31日まで借入者に通知する。

(借入金の返済及び借入証の返還)

第日 本会は、 借入金返済決定者の借入証を日本行政書士会連合会に返還し、 同会はこ

れと引換えに借入金の返済を行う。

(返済順位の特例)

第12 資金を貸付した会員が退会又は死亡したときは、 前掲の定めにかかわらず、 当該

年度の末日に返済する。

(借入証の保管)

第 13 借入証は、 本会において厳重に保管し、 貸付者に対しては預り証を交付する。

(滓) 日行連の取り扱い要領によると借入証の再発行は認められず、 紛失した場合は紛失届を提出し、 借

入証紛失者への元本返済は念書を要するなど手続きが複雑になっています。 本会で借入証を保管して

おきますと、 借入証を回収しなくても本会から直接llfテ連へ借入証を返還して借入金の返済を求めら

れるので、 御迷惑をかけることなく元本返済手続きが円滑に進められるためです。

(資金寄贈者の処遇)

第図 資金の寄贈があったときは、 その旨を直ちに日本行政書土会連合会に報告し、 同

会は、 ｢日本行政｣ に掲載し、 謝意を表するとともに感謝状を贈呈する。


